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文 教 委 員 会 報 告 資 料 

令和元年１２月１３日 

件 名  東京２０２０算数ドリル実践学習会の開催について 

所 管 部 課 名 教育指導部教育指導課 

内 容 

 東京２０２０組織委員会より、「東京２０２０算数ドリル」実践

学習会に関する通知があったため、以下のとおり報告する。 

 

１ 概要 

  オリンピアンやパラリンピアン等が来校し、実技を交えた「体

育のような算数授業」を開催する。 

 

２ 日時 

  令和元年１２月２０日（金）１０：４０～１３：００ 

   

３ 場所・対象学年 

  足立区立千寿本町小学校・第６学年（６６名） 

  

４ 内容 

  ・ ２０１９年度版「東京２０２０算数ドリル」を活用した座 

    学 

  ・ バレーボールアスリートによるデモンストレーションを交

えた実践学習 

  ・ 給食の時間におけるアスリートとの交流 

 

５ 参加アスリート 

  ・ 大竹 秀之（１９９２年バルセロナオリンピック出場） 

  ・ 杉山 祥子（２００４年アテネオリンピック、２００８年

北京オリンピック出場） 

 

問 題 点 

今 後 の 方 針 

 

 

千寿本町小学校及び組織委員会と協議し、実践学習会における具

体的な学習内容や当日の流れを決定する。 
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文 教 委 員 会 報 告 資 料 

令和元年１２月１３日 

件 名  江北小学校・高野小学校統合施設建設事業に伴う基本構想・基本

計画書について 

所 管 部 課 名 学校運営部 学校改築担当課、学校施設課、学校適正配置担当課 

内 容 

江北小学校・高野小学校統合施設建設事業に伴う基本構想・基本

計画書について、以下のとおり報告する。 

 

１ 基本構想・基本計画の概要 

（１）基本方針 

  ア 成長を実感できる教育施設 

  イ 時代の変化に対応できる施設 

  ウ 健康で安全な環境が整った施設 

  エ 利用しやすく人と環境にやさしい施設 

  オ 情報化社会に対応できる施設 

  カ 地域のシンボルとしての施設 

  キ 地域に開かれた施設 

  ク 防災拠点としての施設 

 

（２）施設概要等 

   構造：鉄筋コンクリート造 階数：４階建て 

   敷地面積：１２，５０４㎡（内 約７４０㎡は公園敷地） 

 延床面積：１０，１７８㎡程度 

   普通教室：２４室  多目的教室：３室  特別教室：８室 

種別 階数 主要諸室・校庭内訳 

校 

舎 

屋上 太陽光パネル、室外機等置場（設備スペース） 

４階 普通教室（８教室）等 

３階 
普通教室（８教室）、多目的教室（２室）、 
図工室、理科・図工室、理科室等 

２階 
普通教室（８教室）、多目的教室、体育館、 
音楽室（２室）、家庭科室、備蓄倉庫等 

１階 
図書室、多目的ホール、保健室、給食室、 
校長室、職員室、事務室、特別支援学級、 
地域連携室、放課後子ども教室、学童保育室等 

校 

庭 
－ 

１２０ｍトラック(６レーン)、５０ｍ直線(６ 
レーン)、プール、プール更衣室、体育倉庫等 

※ 詳細は別添「基本構想・基本計画書」のとおり 
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２ 水害の視点を考慮した主な防災対策 

・洪水災害に対応できるよう体育館を水没しない２階とする。 

  ・体育館へ上がる２階への直通階段は大階段とし、明確で安全

な避難動線を確保する。 

  ・受変電設備を含む主要な電気設備は２階以上に設置する。 

  ・太陽光発電パネル及び蓄電池を設置し、災害時に活用する。 

  ・広い廊下とオープンスペースを設け、災害時に活用する。 

  ・防災備蓄倉庫の面積を、統合前の各校の合計以上の面積とす

る。 

 

３ 今後の予定 

令和２年７月 

～令和４年２月・・・新校舎建設工事 

令和４年３月下旬・・・新校舎に移転 

令和４年４月・・・・・統合・学校運営開始 

 

 

問 題 点 

今 後 の 方 針 

 

 

 ※ 地元住民、統合地域協議会等と十分な協議を行いながら、学校運

営に支障がないようスケジュール管理を徹底していく。 
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文 教 委 員 会 報 告 資 料 

令和元年１２月１３日 

件 名  特例課程教室「あすテップ」の開設について 

所 管 部 課 名 こども支援センターげんき教育相談課 

内 容 

不登校生徒への支援において、従来のチャレンジ学級とは異なる、学

校内における支援学級を開設し、多様な教育機会の拡大を図る。 

 

１ 開設目的 

特別支援学級（情緒）の廃止に伴い、不登校気味であった通級生徒

の居場所を確保する必要があるため。 

また、不登校生徒に幅広い選択肢を提供し、多様な教育機会の場を

確保する必要があるため。 

 

２ 名称 

  特例課程教室「あすテップ」 

  名称の意味…明日に向かって一歩を踏み出すという意味を込めた 

 

３ 開設日 

  令和２年４月１日 

 

４ 設置場所 

  第十中学校内（足立区梅島三丁目２３番３号） 

  花保中学校内（足立区南花畑二丁目４１番１号） 

 

５ 運営等 

 

６ 学習内容・支援目標 

（１）学習内容 

主要３科目は通常学級と同時数に設定し、チャレンジ学級と比較

して、学校に近いカリキュラムを策定する。また、ソーシャルスキ

ルトレーニング（ＳＳＴ）の観点を取り入れた授業を実施する。 

（２）支援目標 

  ア 学習定着  基礎学力の向上と学習習慣の定着等を通じ、進 

路選択できる力を養成する。 

イ 社会的自立 ＳＳＴの観点を取り入れた支援で、コミュニケー

ション能力の向上を図る。 

ウ 心理的安定 心理士の寄り添い支援を通じ、生徒の心理的安

定を図る。 

 

 

 

対象者 入室方法 定員 指導員等 開設時間 

不登校の

中学生 

教育相談を

通じて入室 

各校２０

名 

元教員等 各６名 

心理士  各１名 

８時３０分～ 

１７時１５分 

（土日祝除く） 
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７ 不登校特例校との主な違い 

 特例課程教室 

あすテップ 

不登校特例校 

指導教員 都の退職非常勤教員及び

区の会計年度任用職員 

都の正規教員 

生徒の評価 評価しない 

（在籍校へ情報提供） 

直接評価する 

在籍 在籍校に籍をおき通級 在籍校から転校 

教育課程 学習指導要領に基づく必

要なし 

学習指導要領に基づく

必要あり（通常学級よ

り約１割時数が少な

い） 

その他 心理士（スクールカウン

セラー）は常駐 

現状の学校運営体制で

は心理士（スクールカ

ウンセラー）は週２回

配置 

 

 

問 題 点 

今 後 の 方 針 

１ 運営方法等、校長会や保護者、地域に説明するとともに、あだち広 

報、区ホームページ等を通じて広く周知を図る。 

２ 指導効果や利用ニーズ等を検証し、開設後３年以内に不登校特例校 

への移行について判断する。 
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文 教 委 員 会 報 告 資 料 

令和元年１２月１３日 

件 名 
 区内４警察署との児童虐待の未然防止と要保護児童の早期発見に向

けた連携強化に関する協定の締結について 

所管部課名 こども支援センターげんきこども家庭支援課 

内 容 

 

児童虐待事案（児童虐待の疑いのある事案を含む。）が増加、多様

化している現状を踏まえ、足立区と区内４警察署（警視庁千住警察

署、西新井警察署、竹の塚警察署及び綾瀬警察署）は、児童福祉法及

び児童虐待の防止等に関する法律に基づき、連携の一層の強化を図る

ため、次のとおり協定を締結したので報告する。 

 

 

１ 協定内容の概要 

・ 区及び警察署が相互に保有する必要な情報の共有に努めること 

・ 要保護児童対策地域協議会個別ケース会議に警察署も参加する

よう努め、相互に情報共有を図り児童の安全確保に努めること 

・ 児童の居所が判明しない場合や保護者が児童と会わせることを

拒むなど、安全の確認ができない場合における連携強化 

 

２ 協定書 

別紙のとおり 

 

３ 協定締結日 

令和元年１２月９日 

 

４ 個人情報保護 

本協定に基づく個人情報の取扱いについては、児童福祉法及び児

童虐待の防止等に関する法律に基づき情報の提供及び収集をするも

のである。 

なお、本件については令和元年１１月８日開催の足立区情報公

開・個人情報保護審議会において報告済である。 

 

 ５ 他区状況 

   ２３区中１４区で同様の協定が締結されている。 

 

 

問 題 点 

今後の方針 

 

児童虐待案件のうちリスクの高い事案により迅速に対応していく。 
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児童虐待の未然防止と要保護児童の早期発見に向けた 

連携強化に関する協定書 

 

 足立区（以下「区」という。）と警視庁千住警察署、警視庁西新井警察署、警視庁竹の塚

警察署及び警視庁綾瀬警察署（以下これらを「区内各警察署」という。）は、児童虐待事案

（児童虐待の疑いのある事案を含む。以下同じ。）が増加し、及び多様化している現状を踏

まえ、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）及び児童虐待の防止等に関する法律（平

成１２年法律第８２号）に基づき、連携の一層の強化を図るため、下記のとおり協定（以

下「本協定」という。）を締結する。 

 

                  記 

 

１ 区及び区内各警察署は、児童虐待の未然防止及び要保護児童の早期発見に迅速かつ的

確に対応するため、相互に保有する必要な情報の共有に努める。 

 

２ 本協定の締結による実施事項については、別紙「情報共有及び連携に関する申合せ事

項」のとおりとする。 

 

３ 前項の実施事項に基づき相互に共有した情報については、確実に記録し、管理すると

ともに、保秘の徹底に努め、本協定の目的以外に使用しないものとする。 

 

 

 

本協定の締結を証するため、本書を５通作成し、それぞれ署名押印の上、各１通を保管

するものとする。 

 

 令和元年１２月９日 

 

足 立 区 長       近 藤 や よ い  

 

警視庁千住警察署長     窪 田  数 夫  

 

警視庁西新井警察署長    小 林    仁  

 

警視庁竹の塚警察署長    林    正 己  

 

警視庁綾瀬警察署長     林    二 郎  

別 紙 
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別紙                             

 

情報共有及び連携に関する申合せ事項 

 

１ 情報の共有 

（１）区内各警察署からの照会及び情報提供 

  ア 区内各警察署は、児童虐待事案を認知した場合は、区に過去の対応状況について

照会し、その際、当該児童及び保護者の氏名、生年月日及び住所並びに事案の概要

等の情報を提供する。 

  イ 区は、区内各警察署からの照会に対し、過去の対応状況の有無を回答し、可能な

限り保有している当該児童に係る情報を提供する。 

（２）区からの照会及び情報提供 

  ア 区は、虐待による外傷、ネグレクト又は性的虐待による児童虐待事案を認知した

場合は、市町村子ども家庭支援指針に基づき、児童の居住地を管轄する区内の警察

署に過去の対応状況について照会し、その際、当該児童及び保護者の氏名、生年月

日及び住所並びに事案の概要等の情報を提供する。 

イ 区は、前ア以外の児童虐待事案を認知した場合、必要に応じて、児童の居住地を

管轄する区内の警察署に過去の対応状況について照会し、その際、当該児童及び保

護者の氏名、生年月日及び住所並びに事案の概要等の情報を提供する。 

ウ 前ア及びイの警察署は、区からの照会に対し、過去の対応状況の有無を回答し、

可能な限り保有している当該児童に係る情報を提供する。 

２ 要保護児童対策地域協議会における連携 

区は、児童虐待事案に関し、児童福祉法第２５条の２第１項に規定する要保護児童対

策地域協議会における個別ケース会議を積極的に開催し、区内各警察署は当該会議に参

加するよう努め、相互に情報共有を図ることにより児童の安全確保に努める。 

３ 児童の安全確認及び安全確保における連携 

（１）区は、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者からの通告を受けた事案につ

いて児童の安全確認を行う場合は、区職員又は区が依頼した者により、児童と直接会

うことを基本とするとともに、安全確認のために必要な調査を行う。 

（２）区は、前号の調査の結果、児童の居所が判明しない場合は、児童の居住地を管轄す

る区内の警察署に相談する。区及び相談を受けた警察署は今後の対応を検討し、連携

して相互に必要な措置に努める。 

（３）区は、第１号の調査において、保護者が児童と会わせることを拒むなど安全の確認

ができない場合は、速やかに児童の現在地又は居住地を管轄する区内の警察署に相談

する。区及び相談を受けた警察署は児童の安全確保を最優先に連携して相互に必要な

措置を行う。 

（４）区及び区内各警察署は、前２号の措置を行った結果について、相互に連絡を行う。 

（５）区及び区内各警察署は、前各号のほか、事案の緊急性又は必要性に応じ、随時相互

の情報共有を図るなど連携し、児童の安全確保に努める。 

（６）区及び区内各警察署は、児童の安全を第一とするとともに、通告者保護の観点に配

意した対応を行う。 

４ 申合せ事項の見直し 

  前１から３の事項について見直しの必要がある場合は、区又は区内各警察署の要請及

び協議により行うものとする。 
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